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	ハ永久ニ繼續スルモノトセリ、
	著󠄁作權ノ期間ニ關シ茲ニ少シク本條ト同盟條約トノ關係ヲ述󠄁ヘシ
	條約第二條第二項後段ニ曰ク
	「他國ニ於ル著󠄁作權ノ享有ハ其ノ本國ニ於テ附與スル保護ノ期間ヲ超過󠄁スルコトヲ得ス」
	本國ト云フハ旣刋ノ著󠄁作物ニ關シテハ始メテ著󠄁作物ヲ發行シタル國ヲ云ヒ未刋ノ著󠄁作物ニ關シテハ其ノ著󠄁作者󠄁ノ屬スル國ヲ云フ（條約第二條第三項第四項）故ニ例ヘハ佛國及白耳義ノ著󠄁作權法ニ於テハ著󠄁作權ハ死後五十年間繼續スルモ我著󠄁作權法ニ於テハ死後三十年ニシテ消󠄁滅スルヲ以テ我國ニ於テ發行シタル著󠄁作物ハ佛國及白耳義ニ於テモ亦死後三十年ニシテ消󠄁滅ス、同國著󠄁作權法ニ從ヒ死後五十年間繼續スト主張スルコトヲ得ス、之ニ反シ英國著󠄁作權法ニ於テハ死後七年ニシテ消󠄁滅スルヲ以テ英國ニ於テ始メテ發行シタル著󠄁作物ニ關シテハ我國ニ於イテモ亦七年ニシテ消󠄁滅シ我國法ニ從ヒ死後三十年間保護ヲ享有スルコトヲ得サルカ如シ、要スルニ著󠄁作權ノ旣刋ニ關スル國際的間係〔ママ〕ハ兩國ノ著󠄁作權法ニ規定セル期間ノ中短キ規定ヲ以テ保護年限ノ牴觸ヲ决定スル標凖ト爲セシナリ
〔ママ〕、
	第四條　著󠄁作者󠄁ノ死後發行又ハ興行シタル著󠄁作物ノ著󠄁作權ハ發行又ハ興行ノトキヨリ三十年間繼續ス
	（版、第十條第三項）
	本條ハ著󠄁作者󠄁ノ死亡󠄁後ニ公󠄁ニスル著󠄁作物ノ著󠄁作權ノ期間ヲ規定シタルナリ、即チ著󠄁作者󠄁ノ相續人又ハ原稿ノ讓受人カ先人ノ遺󠄁稿ヲ發行又ハ興行スル塲合ニシテ實際ニ於テモ徃々見ル所󠄁ノモノナリ、此ノ塲合ニ於ル著󠄁作權ノ期間ノ計算方法ハ著󠄁作者󠄁ノ生存間ヲ標凖トスルコトヲ得サルヲ以テ其ノ著󠄁作物ヲ発行シ又ハ興行シタルトキヨリ起󠄁算シ三十年間繼續ストセリ、獨逸󠄁ノ著󠄁作權法ニ於テハ此ノ塲合ニ於ル著󠄁作權ノ期間ヲ計算スルハ普通󠄁ノ塲合ト同シク著󠄁作者󠄁ノ死後三十年トセルモ（同國著󠄁作權法第十二條）是レ不當ノ規定ニシ

第一章　著作者ノ權利
二五
 












[image: ]

[image: ]

「https://ja.wikisource.org/w/index.php?title=Page:Copyright_Law_of_Japan_essence.pdf/17&oldid=115436」から取得


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				最終更新: 2018年7月18日 (水) 14:49
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    言語

	    
	        

	        

	        このページに他の言語版はありません。

	    
	
	[image: Wikisource]



				 このページの最終更新日時は 2018年7月18日 (水) 14:49 です。
	コンテンツは、特に記載されていない限り、CC BY-SA 4.0のもとで利用可能です。



				プライバシー・ポリシー
	Wikisourceについて
	免責事項
	行動規範
	開発者
	統計
	Cookieに関する声明
	利用規約
	デスクトップ



			

		
			








